
近隣住民範囲図（説明の範囲と日影図）

午前 8時の日影図
（冬至日） 道路

午後 4時の日影図
（冬至日）

15m

15m

15m

敷地の境界から 15mの範囲

2H

2H

中高層建築物の外壁面（又はこれに代わる柱の面）から高さの 2倍の範囲

中高層建築物

高さ＝H

道路

【条例に基づく説明の範囲】

【注意事項】

・中高層建築物が、冬至日の平均地盤面に生じさせる日影図を作成してください。

・近隣の建物が日影の範囲外にあっても、敷地が範囲内であれば、建物所有者及び建物占有者にも

説明してください。

・必要に応じて、近隣住民等が加入している自治会の会長にも説明をお願いします。

近隣住民（説明義務がある）

※ 日影図の測定面＝地盤面


